
令和６年１０月８日 
健康部保健予防課 

 
 

江東区自殺対策計画（素案）について 

 
 

１ 計画改定について 

 自殺対策基本法第１３条第２項に基づき、令和２年 3 月に策定した「江東区

自殺対策計画」の計画期間が、令和６年度末をもって終了することに伴い、社

会情勢の変化や自殺総合対策大綱等を踏まえ、本計画の改定を行う。 
 
２ 計画期間 

 令和７年度～令和１１年度（５年間） 
 
３ 検討体制 

（１）自殺対策ネットワーク会議 
医療関係６名、弁護士１名、警察１名、教育関係２名、民生児童委員

１名、経済関係１名、社会福祉協議会１名、区関係課(所)長１２名 
（２）自殺対策庁内連携会議 

副区長１名、区関係部長８名、区関係課(所)長５名 
 
４ 改定スケジュール（予定） 

 
 
 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

進捗状況調査 ★

新規事業調査 ★

関係団体調査 ★

庁内連携会議 ★ ★

ネットワーク会議 ★ ★

厚生委員会 ★
素案報告

★
最終報告

パブリックコメント ★

令和７年令和６年
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